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【開催日】 令和４年２月１５日（火） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午前１１時１６分 

【出席委員】 

委員長 大 井 淳一朗 副委員長 宮 本 政 志 

委員 伊 場   勇 委員 笹 木 慶 之 

委員 森 山 喜 久   
 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹 副議長 中 村 博 行 
 

【事務局出席者】 

事務局長 尾 山 邦 彦 議会事務局次長 島 津 克 則 

主査兼議事係長 中 村 潤之介 議会事務局議事係主任 原 田 尚 枝 
 

【付議事項】 

１ 令和４年第１回（３月）定例会に関する事項について 

(1) 会期案について 

議案名・・・資料１ 

(2) 宇部・山陽小野田消防組合議会の報告について 

(3) 人事案件について 

(4) 請願書の取扱いについて・・・資料２ 

(5) 代表質問について・・・資料３ 

(6) 議事日程案について・・・資料４ 

(7) 陳情・要望書の取扱いについて・・・資料５ 

 (8) 会議の傍聴について 

 

２ 改選後の議会運営に関する要望書 

 

３ 山陽小野田市議会基本条例に関する研修について 
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４ その他 

(1) 全員協議会の開催日 

 ・２月２１日（月）午前９時３０分 議運決定事項 

(2) 議会運営委員会の開催日 

・２月２２日（火）午後１時 

 

午前１０時 開会 

 

大井淳一朗委員長 おはようございます。ただいまより第１２回議会運営委員

会を開会します。お手元にあります付議事項に従って進めてまいります

ので、委員会運営に御協力のほど、よろしくお願いします。まず冒頭に

先回の長谷川議員の委員外議員としての出席についてですが、これはあ

くまでも長谷川議員から出席したいという要請を受けて、前回出席を皆

さんにお諮りしたということですので、そのことを補足として付け加え

させていただきます。それでは付議事項に入りたいと思います。まず一

番目、令和４年第１回３月定例会に関する事項についてです。これにつ

いての説明を求めます。 

 

中村議会事務局主査兼議事係長 おはようございます。(1)から(6)まで、一括

で説明させていただきたいと思います。では、(1)会期案についてです。

２月２１日月曜日から３月２５日金曜日までの３３日間の会期としたい

と思います。議案名については資料１を御覧ください。３ページまであ

ります。３月定例会になりますので、令和３年度関係議案と令和４年度

関係議案を分けて掲載しております。まず３年度関係議案については、

総務文教常任委員会所管が１件、民生福祉常任委員会所管が５件、産業

建設常任委員会所管が５件、一般会計予算決算常任委員会所管が２件、

人事案件１件の合計１４件になります。令和４年度関係議案は、総務文

教常任委員会所管が８件、民生福祉常任委員会所管が８件、産業建設常

任委員会所管が５件、一般会計予算決算常任委員会所管が１件の合計

２２件となっています。なお、議案第３１号、ページで言うと３ページ、
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民生福祉のところの(8)になりますが、こちらについては、後送議案とな

っておりまして、２月２１日本会議初日に議場配布と聞いております。

続いて、(2)宇部・山陽小野田消防組合議会の報告についてです。こちら

は、申し合わせ事項４４により行うことになりますので、消防組合議会

議員からの報告があります。(3)人事案件についてです。先ほどの議案件

名の中にありました資料１の２ページ、同意第１号についてですが、こ

ちらは申し合わせ事項６２により行うこととなります。本会議での即決

になります。続いて、(4)請願書の取扱いについてです。資料２を御覧く

ださい。これも３ページまであります。件名を申し上げます。鉱害被害

者救済に関する意見書の提出を求める請願書。紹介議員は福田議員と宮

本議員となっております。請願者は伊藤様です。内容はまた後ほど御覧

いただいて、付託委員会の決定等も必要なろうかと思いますので、よろ

しくお願いします。それから続いて、(5)代表質問についてです。こちら

は資料３を御覧ください。前回までの議会運営委員会において今定例会

の代表質問については行うことが決定しましたので、これまで代表質問

が行われる定例会に関する議運において出しておりました資料をここに

載せております。実施についての細かい要綱が載っておりますので、ざ

っと申し上げます。２の実施内容の(2)通告は、１、令和４年度施政方針

についてとするとしております。質問書は会派のうちから１名となりま

す。最初の一括質問のみ登壇して行い、冒頭に会派名、会派所属議員、

会派理念等について述べていただくことになります。質問時間は１人当

たり６０分以内で、質問方式は一括質問方式となります。なお、答弁者

は最初に総括的な答弁を市長が行い、その後は一般質問と同様になりま

すので、登壇の後は質問者席に議員は移動していただくことになろうか

と思います。そして(7)の最後の通告書の提出については、２月２２日火

曜日の正午までに代表質問通告書の提出、そして抽選。２３日が祝日と

なりますので、２４日木曜日正午までに、趣旨書―細かい内容の提出

をしていただいて、午後１時から質問者間での質問調整を行い、午後２

時から午後５時まで代表質問をされる方の聞き取りを行うということに

なっております。続いて、以上を踏まえました(6)議事日程案についてで
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す。資料４を御覧ください。こちらも３ページまであります。順に説明

します。２月２１日月曜日、午前１０時から本会議を開会しまして、会

期の決定。諸般の報告、こちらは事務報告のみになります。そして先ほ

ど申し上げました、宇部・山陽小野田消防組合議会の報告。終了しまし

たら、同意１件を上程、提案理由の説明、質疑、討論及び採決となりま

す。これが申し合わせ事項４４にありますとおり、本会議初日に即決と

なります。続いて、今回は３月定例会になりますので、まず、令和３年

度関係議案の１３件を一括上程し、提案理由の説明、質疑及び委員会付

託まで、そして、令和４年度施政方針並びに令和４年度関係議案２１件、

これは後ほど説明しますが、（議案第２６号除く）を一括上程して提案

理由の説明までになります。質疑は後ほどまた説明しますがこの日は提

案理由の説明までになります。それと次の下段に書いてありますが、令

和４年度関係議案１件、議案第２６号を上程、提案理由の説明、これも

説明までになります。これらを分けている理由ですが、議案第２６号が

消防団員に関する議案になります。本市議会議員の中に消防団員になら

れている議員の方がいらっしゃいますので、当該案件については議題と

なった後除斥になります。そのため、この上程のところから分けて議題

として、このときから除斥になっていただくと。伊場議員については、

総務文教常任委員会になるので、委員会審査も除斥になろうかと思いま

すんで、つまり本会議初日から最終日の採決まで全て除斥となるため、

別案件で議題としています。委員会審査にも御注意ください。もう１人、

松尾議員は、委員会審査は別なんですけど、本会議初日と本会議最終日

の採決については外れるということになろうかと思います。続いて、先

ほど説明しましたが請願１件の委員会付託報告までで本会議初日は終了

となります。２２日火曜日、こちらは先ほど説明しました代表質問の通

告締切りが正午まで、併せてこの日は一般質問の通告締切りも正午まで

になりますので、質問される方は提出をお願いします。続いて、そこま

でを踏まえての議会運営委員会を午後１時から開催することになろうか

と思います。人数等の振り分けがこの日に行われることになろうかと思

います。２３日天皇誕生日の祝日で休会になります。２４日木曜日、こ
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れも先ほど説明した代表質問の趣旨書の締切りが正午まで、あわせて一

般質問の聞取りを正午までとしております。そして、この後代表質問の

聞き取りについて、午後１時から調整して、午後２時から５時までの３

時間の間で行っていただくようになります。２５日金曜日午前９時から

委員会を開催して、総務文教常任委員会と一般会計予算決算常任委員会

総務文教分科会、通例では総務文教常任委員会が第２委員会室、民生福

祉常任会が第１委員会室になろうかと思いますが、きちんと決めておき

たいと思います。よろしくお願いします。あわせて民生福祉常任委員会

と一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会が同時開催となります。

２６日土曜日休会、２７日日曜日休会、２８日月曜日午前９時から産業

建設常任委員会と一般会計予算決算常任委員会産業建設分科会を第２委

員会室で開催となります。３月１日火曜日は委員会予備日としておりま

す。２日水曜日休会。３日木曜日は午前１０時から代表質問、４日金曜

日、５日土曜日、６日日曜日の休会を挟みまして、７日月曜日から９日

水曜日までの４日間を午前９時３０分から一般質問と考えております。

１０日木曜日午後１時からの一般会計予算決算常任委員会は令和３年度

分の補正等の委員会になります。午後１時からになりますので御注意く

ださい。１１日金曜日は午前１０時から本会議を開会しまして、付託案

件である令和３年度関係議案に対する委員長報告、質疑、討論及び採決、

そして本会議初日に提案理由の説明まで済んでいる議案について質疑及

び委員会付託まで。これも議案第２６号以外のものと議案第２６号のみ

で分けております。そして、本会議終了後に一般会計予算決算常任委員

会全体会で概要説明があります。１２日土曜日、１３日日曜日は休会、

そして１４日月曜日から１６日水曜日までの３日間で、それぞれ午前９

時から総務文教常任委員会、民生福祉常任委員会、産業建設常任委員会、

そして一般会計のそれぞれの分科会を午前９時から開会するようにして

おります。委員会については、恐らく総務文教常任委員会が第２委員会

室、民生福祉常任委員会が初日は第１委員会室で、２日目の産業建設常

任委員会と分科会が第１委員会室、１６日の民生福祉、産業建設がそれ

ぞれまた第１委員会室と第２委員会室に分かれるかと思いますので、よ
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ろしくお願いします。１７日木曜日は委員会予備日をとしております。

１８日金曜日、１９日土曜日、２０日日曜日、２１日春分の日の休会を

挟み、更に２２日火曜日、２３日水曜日の議事整理日を経まして、２４

日木曜日午前１０時から一般会計予算決算常任委員会を開会し、２５日

金曜日は午前１０時から本会議となります。付託案件である議案第２６

号を除くものに対する委員長報告、質疑、討論及び採決。付託案件議案

第２６号に対する委員長報告、質疑、討論及び採決。そして閉会中の調

査事項についてです。３３日間の会期と議事日程の説明を終わります。 

 

大井淳一朗委員長 (1)から(6)まで終わりましたので、これについて皆さんか

ら何か気になる点とか、質疑等があれば受けたいと思います。それでは

まず会期案についてですが、特によろしいですか。その後気になること、

あるいは後でおっしゃっても結構ですが、特に今のところはよろしいで

すか。(「はい」と呼ぶ者あり)ここで一つ提案です。３月３日の代表質

問の日です。恐らく二つの会派が代表質問をされると思いますが、午後

が空くんです。この後について、もうこの日は代表質問だけにするのか、

それとも午後は一般質問を入れてしまうのか、もし可能であれば今日決

めておきたいと思うんですが、いかがしますか。人数にもよりますよね。

それを見て判断してもよろしいかと思いますが、（発言する者あり）そ

うですね、失礼しました。三つの可能性までありますが、出そろってか

ら、その辺も含めて考えたいと思います。そのほか会期案についてはよ

ろしいですか。 

 

伊場勇委員 先ほど事務局の中村さんから御説明いただいたんですけど、初日

の同意１件の上程を、申し合わせ事項４４とおっしゃったんですが、申

し合わせ事項６２の間違いですよね。 

 

中村議会事務局主査兼議事係長 はい、伊場委員の御指摘のとおりです。すみ

ません。申し合わせ事項４４は消防組合議会のほうで、申し合わせ事項

６２でした。申し訳ありません。 
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大井淳一朗委員長 そのほか、よろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)続い

て、宇部・山陽小野田消防組合議会の報告は初日にあるということでよ

ろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)人事案件も申し合わせ事項６２

のとおり行うということです。それから請願書の取扱いについてです。

資料２にあるとおりですが、こちらについては請願ですから付託先の委

員会を決めなくてはいけないと思います。これは産業建設常任委員会に

なるかと思いますが、そちらに付託することについて、皆さんよろしい

でしょうか。(「はい」と呼ぶ者あり)そのようにします。それから代表

質問については資料３のとおりです。これは従来どおりですが、この件

につきまして施政方針を早く出すように要請してほしいということがあ

り、要請したところですが、施政方針については従来どおり本会議初日

に提出するとの回答でしたので、その旨報告させていただきます。笹木

委員よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)皆さんもよろしいですね。

(「はい」と呼ぶ者あり)続きまして、議事日程案は資料４のとおりで、

これは先ほどの会期案とともに、特に気になることがあれば言っていた

だければと思うんですが、よろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)そ

れでは、(7)の説明を求めたいと思います。 

 

中村議会事務局主査兼議事係長 (7)陳情・要望書の取扱いについてです。資料

５を御覧ください。連番でページ入れています。１５ページまでありま

して、全部で五つ出ております。件名をそれぞれ読み上げます。まず一

つ目が、ウイグルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお願

い。こちらが、特定非営利活動法人日本ウイグル協会会長、ちょっとお

読みが分かりませんが、から出ております。あわせて次の２ページにな

るんですが、同じように意見書採択のお願いということで全国地方議会

議員の会ということで会長、幹事長、政調会長、総務会長の連名で同じ

ように出ております。続いて、二つ目の要望書になります。７ページか

らになります。要望書（母（毛嘉萍）が中国で不法に逮捕されている件

に関する要望）ということで、付偉彤さん方から要望が出ております。
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続いて、三つ目が１０ページからになります。シルバー人材センターに

対する支援（インボイス制度）について意見書の提出を求める陳情書。

こちらが公益社団法人山陽小野田市シルバー人材センター理事長の藤本

様から出ております。四つ目、１２ページからになります。広報特別委

員会の委員会運営正常化に関する陳情ということで樋口様から出ており

ます。そして最後五つ目、１４ページになります。陳情書（教育委員中

村眞也氏の中立性を欠く言動についての調査及び対応について）という

ことで伊藤様から出ております。この五つの陳情・要望書の調査委員会

の決定をお願いします。 

 

大井淳一朗委員長 ただいま説明がありました(7)の陳情・要望書の取扱いに

ついてです。調査委員会を決定してほしいということです。まずウイグ

ルの人権問題に対し国に調査を求める意見書採択のお願い並びに母が中

国で不法に逮捕されている件に関する要望書ですが、こちらについては

調査しないという取扱いでよろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)こ

ちらは調査しないことにしたいと思います。続きまして、シルバー人材

センターに対する支援について意見書の提出を求める陳情書についてで

すが、これは、これまでの経緯からして産業建設常任委員会が適当だと

思うんですが、そちらに調査を依頼するということでよろしいですか。

これまでもシルバーは産業建設常任委員会ですよね。(「はい」と呼ぶ者

あり)それでは産業建設常任委員会に調査を依頼するということで決定

しました。続きまして、広報特別委員会の委員会運営正常化に関する陳

情についてですが、これについてはいかがしましょうか。中身は広報特

別委員会の委員会運営の正常化ですが、こちらについては腹案ですが、

議会運営委員会で調査すると。それとも取扱い、どうですか、これにつ

いて。これについては、委員会運営に関わることですので、議会運営委

員会で調査するということでよろしいですか。 

 

宮本政志副委員長 この内容を見ますと、広報特別委員会の委員会運営のこと

も書いてあるのかなと受け止められるんで、委員会運営そのもの全体で
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いくなら、確かに委員長がおっしゃったように議運でいいでしょうし、

この広報特別委員会の委員会の流れとも読み取れますから、広報は広報

で、議運は議運で全体的な委員会運営という形で取り扱ったらいいかと

思います。 

 

大井淳一朗委員長 と申しますと、二つの委員会でやるということですか。 

 

宮本政志副委員長 これを見てみますと、仮に広報特別委員会に来たとして、

広報特別委員会で扱った中で委員会運営のほうも出てくるかなと。これ

を読んでいますと、議運のほうにということになるかなと受け取ったん

です。だから、委員長は最初から議運の扱いでとおっしゃったと思うん

です。今、流れをちょっと説明していただいたほうがいいかなと。私は

これを読んだ感覚で言っていますんで、今委員長が議運でと言われたと

ころをもう少し詳しく言ってもらったほうが、ほかの委員も分かりやす

いんじゃないかなと思います。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね、私もこの陳情の取扱いについてどうしようか

判断に迷ったところです。広報特別委員会と書いてありますので、広報

特別委員会で調査するということも考えられるわけですが、これは委員

会運営ということで、調査を受けた広報特別委員会で調査するというこ

とになりますと、これはむしろ広報特別委員長の委員会運営ですので、

その調査を受ける委員会の委員会の運営ですから、ちょっとやりにくい

かな。除斥ではないんですけども、やりにくいかな、ちょっと難しいか

なと思いました。ですので、取りあえず議会運営委員会で話を聞いて、

意図を聞いて、やっぱりこれは広報特別委員会でも調査したほうがいい

かなと思ったらそのときに議会運営委員会で対応を考えるという意図で

腹案を申し上げたわけです。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

副委員長、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)広報特別委員会の

委員会運営の正常化に関する陳情につきましては、議会運営委員会で調

査することにします。それから、最後の陳情書については、教育委員に
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関わることですので、総務文教常任委員会に調査を依頼するということ

でよろしいですね。(「はい」と呼ぶ者あり)それでは繰り返します。ウ

イグル地区の人権問題、母が中国で不法に逮捕されている件については

調査しない。シルバー人材センターについては産業建設常任委員会、広

報特別委員会の委員会運営正常化は議会運営委員会、教育委員中村眞也

氏の中立性を欠く言動についての調査うんぬんは総務文教常任委員会に

調査を依頼することに決定しました。それでは(8)会議の傍聴についてで

す。こちらは結局、どういうことでしたか、ちょっと説明してください。 

 

中村議会事務局主査兼議事係長 前回の議会運営委員会で投げ掛けさせていた

だきましたが、会議と書いてあるのは本会議、委員会などがありますの

で、一般の方の傍聴、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大の状況等

を踏まえて、どうされるかを議論していただきたく、付議事項として挙

げているということです。 

 

大井淳一朗委員長 これは前回の議会運営委員会において、その他のところで

あったと思うんですが、本会議と委員会における傍聴の取扱いです。現

在のオミクロンの拡大を受けて、厳しい状況が依然続いているわけです

が、これについて、各会派で見解があればおっしゃっていただければと

思います。創政会はいかがでしょうか。会議の自粛について。では、先

に至誠一心会のほうで。 

 

笹木慶之委員 状況がまだはっきり見えないという部分が実はあり、昨日辺り

も、またかなり出ておるような数が示されています。状況が動いていま

すので、我々の会派では、今どうこう言うのは大変難しいという判断に

なっています。判断が難しいということです。今日の段階でということ

だよね。これからの状況の中で、もっと厳しくするというふうなことに

なるかもしれないですしね。というような状況です。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね。ただ、１週間後には本会議が始まります。恐
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らく初日から傍聴される方はいないとは思いますが、取りあえずそれま

でには決めとかんといけんとは思います。参考までに創政会で、何か決

定したこととかがありますか。 

 

伊場勇委員 今、この議会運営委員会も傍聴しようと思えばできますよね。今

の取扱いなんですけど、傍聴御希望の方は事務局に来ていただいて、そ

こで検温、消毒、氏名と住所も記入する。そのときに、今、濃厚接触者

にならないような形で傍聴していただける環境は整っているんですよね。

そうであれば、よっぽどのことがない限りは今のまま、つまり傍聴を御

希望の方は、そのまま傍聴してもいいんじゃないかと思いますが、その

辺はいかがでしょう。 

 

大井淳一朗委員長 事務局の取扱いについて再度お願いしたいと思います。 

 

島津議会事務局次長 傍聴は禁止することはできません。ですので、どうして

も、傍聴されたいという方があれば、傍聴していただけます。前回は、

傍聴自粛ということで、ホームページ等にも自粛をお願いしますという

ふうにしておりました。それを見られても、なおかつ傍聴されたい方は

傍聴することは可能です。今議論していただきたいのは傍聴を自粛され

るかどうかということ、傍聴の自粛を求めるかどうかということです。 

 

大井淳一朗委員長 これについてですが、いかがしましょうか。暫時休憩しま

しょうか。それとも、今決定しますか。少し暫時休憩してから、決定し

たいと思います。では、暫時休憩します。 

 

午前１０時３０分 休憩 

 

午前１０時４０分 再開 

 

大井淳一朗委員長 それでは委員会を再開します。会議の傍聴についてですが、
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皆様の意見を聞かせていただいた上で、これにつきましては従来どおり

の感染防止対策、検温、マスク等、あとはソーシャルディスタンス等の

対策を講じた上で、従来どおり、会議の傍聴については自粛を求めない

と決定したいと思いますが、皆さんいかがですか。よろしいですか。(「は

い」と呼ぶ者あり)自粛しないが、状況が著しく悪化するようなことがあ

れば、また自粛することもあり得ますが、今のところは自粛を求めない

ということで考えたいんですが、いかがですか。別の考えがあれば 

 

宮本政志副委員長 現状をもう１回確認させてください。前回の１２月定例会

ではどうでしたか。 

 

島津議会事務局次長 傍聴の状況というか対策ということでよろしいでしょう

か。(「はい」と呼ぶ者あり)現在は傍聴を希望される方に氏名と連絡先

を記入していただいております。それから検温も実施しております。議

場においては、議席を一つずつ開けるような措置を取っておりまして、

ソーシャルディスタンスが取れるように対策しております。 

 

大井淳一朗委員長 １２月は自粛を求めていないですね。 

 

島津議会事務局次長 １２月は自粛を求めておりません。自粛を求めたのはい

つからかというと…… 

 

尾山議会事務局長 大会議室で、仮の議場というところで工事中に開催してき

た期間は自粛を求めておりましたけど、議場の工事が終わって、議場で

会議を行うようになったのが一昨年の１２月議会からです。そのときか

ら今日まで自粛を求めておりません。 

 

宮本政志副委員長 事務局、ソーシャルディスタンスというのは、前後左右斜

めの距離、そして席に何か印を付けるというのは、どうなっていますか。 
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島津議会事務局次長 ４人掛けのところを２人掛けにしております。前後の距

離については約１メートル程度ぐらいしかないとは思います。ただし、

傍聴席はそんなに話すところではないので、前後は現状のままで１．５

メートルはないかと思います。距離が１メートルあるかないかは測って

みないとちょっと何とも申し上げられません。 

 

宮本政志副委員長 何でそれを聞いているかというと、一般的に１メートルと

いう距離のこともよく言われています。当然マスクのことも言われてい

るんで、感染者数もやっぱり多いわけですから、その辺りを徹底してき

っちり距離を確保する、あるいは分かりやすいソーシャルディスタンス

が取れるような目印など、そういうところもきちっとしておかないと、

という意味でお聞きしたんです。 

 

島津議会事務局次長 椅子は座れないように目印はちゃんと置いております。 

 

中村議会事務局主査兼議事係長 今距離を測りに行きましたのでちょっとお待

ちください。椅子が４人掛けと先ほど言いました。前後で段差もありま

す。互い違いの４人掛けにしているので、自分が座っているところの前

の列、下段になりますけど、そこに人はいなくて、下段の横に人がいる。

だから互い違い、前後でジグザグになっているということです。 

 

大井淳一朗委員長 椅子にバツとかは付いていないよね。 

 

尾山議会事務局長 この間の１２月議会で請願でしたか、厚狭地区の水路のあ

のとき、すみません、それではありませんでした。別の件で、第２委員

会室で青年の家のことを審査したときに、傍聴で７人来られたときは、

配列は大体この第１委員会室と同じような傍聴席になっています。一つ

飛びに座っていただいて、座り切れない方は、日頃執行部が座る後ろの

席に離れて座っていただいた例があります。 

 



 14 

島津議会事務局次長 椅子等には座れないように、バツ印じゃないですけど空

けてくださいというように表示したＡ４のものを置いてあります。 

 

大井淳一朗委員長 委員会については先ほど局長が言われたような対応を随時

取っていただくということで、本会議については今ちょっと距離を測り

行っていますので、決定はちょっと保留にして次の件に進みたいと思い

ます。続きまして、改選後の議会運営に関する要望書についてです。大

きく３点要望があったところです。これについて先回の議論も踏まえて、

要望書について確認したいと思います。まず、例規体系の見直しについ

ては今後の課題ということでしたが、前回委員から、申し合わせ事項等

含めて議会関係の例規というか、規則等はホームページ上にアップして

はどうかといったことがありました。これについて、見える化を図る方

向で進めていきたいということでありましたが、具体的にホームページ

に何を載せるかということを決められるのであれば決めておきたいと思

いますが、いかがでしょうか。事務局にもちょっと確認したいんですが、

考えられるのは、便覧の目次にあります関係条例規則等の議会関係辺り

が候補になるのかなと思うんですが、いかがですかね。山陽小野田市議

会定数条例から、定例会条例とか、当然基本条例、政治倫理条例、傍聴

規程、議会モニター設置要綱とか、２４ぐらいありますが、議員関係も

あるし、事務局関係もあるんですが、皆さんは便覧をお持ちでしょうか

ら、どういったものを見える化していったほうがいいのか。載せようと

思ったらこれだけのものを載せることができます。書式例はいいと思う

んですが、やはり議会関係等はということですかね。ちょっと事務局に

見解をお伺いしたいんですが、便覧の目次に、条例、規則、規程等があ

ります。これについて、ホームページにアップすることになれば、どの

辺りを大体アップされているのか、先進事例等があれば教えていただけ

ればと思います。あわせて現在、結構ばらばらな形で載せてあると思い

ます。私が確認したのは基本条例とか、モニターの設置要綱とか、議会

報告会の規定とかといったものは、それぞれのところで載っているのは

確認しました。載っていないのは申し合わせ事項とかだと思います。そ
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のほかは結構載っている。議会運営に関する規程はないと思うんですが、

現状を教えてください。 

 

島津議会事務局次長 詳しく他市の事例を調べたことはないのではっきり申し

上げられないんですが、議会基本条例とか、議会関連の条例を載せられ

ているところはあります。それから基本的に条例や規則は市の例規集と

して載っているものもありますが、議会として別にピックアップして載

せるということであれば、それは構わないであろうと思います。恐らく

各種要項とかも載っておりますので、載せられるとしたら議会関連、そ

れから議員関連を載せているところが多いのではないでしょうか。 

 

大井淳一朗委員長 議会関係と議員関係ですね、政務活動費のこともあります。 

 

島津議会事務局次長 ただし、政務活動費等は載っていることが多いんですけ

ども、議員や市長選挙等の選挙関連のものは、議会関連ではなく、選挙

管理委員会のところで載っているところもあるのではないでしょうか。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね、こういうものは別に議会そのものではないの

でということですよね、議会関係、議員関係。分かりました。便覧の議

会関係と議員関係が中心にアップされると思いますが、どれをピックア

ップしていくかということについては、また次回以降の議会運営委員会

等で最終的に確認して、それでホームページに整理して載せていくとい

う方向でいきたいと思いますが、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あ

り)そういう方向で行きたいと思います。それから、政治倫理条例につい

てですが、これは政治倫理基準の見直しという方向で今考えております。

具体的にはどうするかということは、また次回以降で決めたいと思いま

すが、前回も言いましたように、できればなんですけれども３月定例会

の最終日に改正案を上程したいと思っております。こちらもまた協議し

ていきたいと思います。それでは今回協議したいというか、議論を深め

たいということで、前回、伊場委員から、秘密会の取扱いについて議論
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を深めたいといった発言がありましたので、これについて今日は皆さん

で協議して、会派等に持ち帰っていただければと思います。これについ

て、伊場委員から、意図というか秘密会の議論を深めたいということに

ついて。 

 

伊場勇委員 先日申し上げたのは、秘密会を開催するに当たって、ふさわしい

かどうか、要件をしっかり吟味することが大事だと。もう一つは、秘密

事項を限定していかなきゃいけない。ただ、その解除のことも考えなが

らしっかり定めていく、定めていくというのが秘密会を開催していく必

要があるということです。もう一つは、議会基本条例にある議事録を積

極的に公開していくというところとの整合性をどう取っていくかという

ところです。例えば、秘密事項を特定して、黒塗りにして、公開してい

く等、その取扱いがしっかり規定されていないところ、例えば会議規則

等々に載せるとか、そういったところを議論して、改善していくべきじ

ゃないかと思っておりますので、その点について、会派等々に持ち帰っ

ていただくなりしていただいたらどうかという提案です。 

 

大井淳一朗委員長 今、伊場委員から提案がありましたが、これについて特に

ポイントとなるのは、秘密会、前回までの話ですと、会議規則に従って

秘密会が将来的に行われた場合には、会議録は公表しないといったこと

でした。今、伊場委員から議会基本条例との整合性を図ることを考える

ならば、秘密事項を特定した上で、それ以外の部分は公開、公表したほ

うがいいのではないかといったことが中心になるかと思います。これに

ついて、それも含めて、今言われたことについて、各会派で持ち帰って

いただいて、最終的に議会運営委員会としての方針を決めていきたいと

思います。皆さんから補足、あるいは質疑等があれば。伊場委員、秘密

会の解除のことを考えてというのはどういう意味ですか。 

 

伊場勇委員 秘密会が開催されたときに、いずれ解除するときがある事案とそ

うでない事案があると思うんですけれども、秘密会を開くかどうかのと
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きには解除する時期等がはっきりしている場合とかは、秘密会を開催す

るときに解除についてもしっかり考えて精査する必要があるんじゃない

かということです。意味が分かりますか。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね、ある議案が出される予定だとします。ただ、

議案の中身がはっきりしていない。例えば市役所の場所がどこか定まっ

ていない。それを今の時点では明らかにできないけど、議案等で議決さ

れたら明らかにできるので、将来的には解除されることもあるだろうと。

そのときには秘密会を開催するけれども、そのときに解除のことを考え

てやると。これは運用の話ですよね。解除要件について、積極的に規則

に定めることができるのかどうかなんですよね。これはどうですか、先

進事例で秘密会の解除について明記しているところがありますか。結構

実質的な判断です。すみません、事務局にお伺いしたいのは、秘密会の

解除について、どういった場合に秘密会を解除できるかを明記している

ところがあるのかということです。見解を教えてください。 

 

島津議会事務局次長 はっきり調べているわけではないんですけども、秘密の

解除には、様々なケースがあると思います。それを一つずつ、規則なり

に定めるのは難しいのではないかと思いますので、恐らく解除の条件を

規則で細かく定めているところはないのではないかとは思います。いろ

んな条件で、例えば先ほど言われましたように、時期的に解除できるも

のとか、それから人の了承によって解除できるものとか、様々なケース

が考えられますので、個別具体的なことは定めていないのではないかと

は思います。もちろん他市の会議規則等も調べてみたいと思います。 

 

宮本政志副委員長 伊場委員から創政会で話し合った秘密会の解除等について

言われましたけど、これは非常に重要なんで、至誠一心会やみらい２１

が、もともとのこの要望についてどのようにお話しされたのか、今の点

も含めて少し意見をお聞きしておきたいです。 

 



 18 

笹木慶之委員 私たちも、まだ非常に状況はよくつかめないところもあります

けれども、要は情報公開条例との関係ですよね。情報公開の問題と秘密

会の兼ね合いの問題。これも一つずつ整理していかなきゃならんという

部分があるんですが、それに関連して今の部分も関係してくる部分もあ

るのかなあという気もします。そもそも、秘密会とは何ぞやからもう１

回整理し直さんと、なかなか部分的に議論しても難しい面があるわけで

す。私自身もそう思っています。今までの本市の例も取り上げながら、

それから専門的な法の立場に立った考え方をきちっと整理しながら個別

の問題に詰めていくと。現状では今そういう段階です。まだ細かい部分、

一つ一つのことについての議論にまで至っておりません。 

 

大井淳一朗委員長 みらい２１ですけれども、秘密会の解除については、他市

の事例等を見ても明記している事例がありませんので、これを具体的に

書くことは難しいだろうと。秘密会の解除については、具体的な事例を

見ながら、委員会で個別具体的に判断することになりますが、過半数の

議決で秘密会の解除はできますので、明記は難しいんじゃないかといっ

た話がありました。確認ですが、秘密会の解除については明記がなくて

も、過去、ほかの事例で秘密会の解除はあると思いますので、これは過

半数の議決で解除できるといった取扱いでよろしかったでしょうか。そ

の点を確認したいと思います。 

 

中村議会事務局主査兼議事係長 前回までのどこかで、恐らくという言い方を

しましたけど、調べると解除の場合も過半数というのはありましたので、

それで間違いないと思います。すみません、今のは委員会の場合のお話

です。 

 

大井淳一朗委員長 委員会の秘密会の場合と。そうですね。皆さんに持ち帰っ

ていただいたのは、秘密会の解除についてどうするか、明記するのかし

ないのかも含めて、秘密会そのものの性質も踏まえて、皆さんにそこを

持ち帰っていただきたいのと、後は先ほど提案がありましたように、秘



 19 

密会の会議録についても、従来の会議規則のとおり非公表とするのか、

それとも秘密事項を特定して、そこは黒塗りにした上で会議録を公表す

るのか。これについて大きく２点、皆さんで持ち帰っていただきたいと

思います。伊場委員、それでよろしいですか。それを次回以降の議会運

営会の中で話していきたいと思います。それでは、付議事項２点目は以

上とします。付議事項３点目です。山陽小野田市議会基本条例に関する

研修についてです。これは議会基本条例第３５条第３項に当たりますが、

「議会は、一般選挙を経た任期開始の日後速やかに、及びその日から２

年を経過する日前にそれぞれ、この条例に関する研修を行います。」と

なっております。山陽小野田市議会基本条例に関する研修を実施しなく

てはいけないわけですが、具体的にいつやるかということが、なるべく

早い時期にはやりたいと思うんですが、いつやるかはちょっとなかなか

難しいところがあって、どのような形でこの研修をしていくことがより

いいのかということを、もし大枠でも決められるのであれば皆さんと決

めておきたいと思います。過去については議会基本条例そのものの研修

ですので、議会内部でやるということも考えられますけれども、議会ア

ドバイザーがお２人いますので、それらの意見を聞いた上で、外部講師

を呼んでの研修ということもあり得ますが、その辺りぐらいはちょっと

決めておきましょうか。それによって、いつなのかということもありま

すので。目的は検証というよりかは研修ですので、新人議員はもちろん

ベテラン議員も含めて、議会基本条例の意義等について改めて認識する、

情報共有するのが目的です。その上で前回、改選前の検証結果も出てい

ますので、それも踏まえてのことになると思いますが、主に議会基本条

例の認識を共通するのが目的になろうかと思います。具体的な細かい中

身はまたおいおい決めていくことになると思いますが、今日のところは

取りあえず持ち帰ってもらいましょうか。よろしいですか。違いますか。 

 

宮本政志副委員長 事務局、リモート等の環境はもう十分ですか。 

 

島津議会事務局次長 委員会室等でリモートでの会議はできます。ただ、議員
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全員でやるとなると、前回山陽総合事務所でやったような形の研修にな

ろうかと思います。リモートを使えばです。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね、リモート環境は、大きな教室に大きなスクリ

ーンで映しだして、相手の顔はこちらから見えるけど、向こうからは教

室全体しか見えないので、前回は質問のときは、パソコンの前に行って

ということで、余り格好はよろしくなかったかもしれません。 

 

笹木慶之委員 ちょっとお尋ねするんですけど、手法は今のような形もあるか

と思うんですが、講師を呼んで部外研修するのに、今はアドバイザーの

方お呼びしていますよね。これはやっぱりアドバイザーでないとまずい

のかな。 

 

大井淳一朗委員長 いや、そんなことはないと思います。いろいろな、ほかの

方も候補にして、ここで決めていただければと思います。 

 

笹木慶之委員 だから特定の講師の先生のある程度経験の長い議員はそれだけ

聞いておられるから、また違った人の考えを聞くのも、考え方を深める

一つになるのかなと思うんですよね。だから、いろいろ聞いてみますと

多少考え方が違っている方もおられるようで、一様ではないという部分

もあるので、部外研修を考える上で可能ならば、講師の選択をする中に

そういった思いを少しさはせてもらいたいなと思います。だから、根本

的な問題は変わらんけれどもですね、やはりいろんな部分で、多少、違

っているようなことも聞きますので、その点がどうかなと思いました。

だから、それを含めて会派持ち帰って話をしたいと思いますが、よろし

いですか。 

 

大井淳一朗委員長 今日のところは、皆さん持ち帰っていただいて、外部講師

を呼ぶかどうかも含めて。ただ、ここで認識を共通しておきたいのは、

あくまでも、今考えているのは基本条例に関する研修であって、議会全



 21 

体でやる研修とは違いますので、必ず外部講師を呼ばなくてはいけない

ということではありません。その辺も踏まえて皆さん持ち帰っていただ

ければと思います。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)それでは、

この点は以上とします。それでは４、その他です。全員協議会の開催日

等について、報告を求めます。 

 

中村議会事務局主査兼議事係長 ４、その他(1)、まず全員協議会の開催日は２

月２１日の月曜日、午前９時３０分から議運決定事項の報告、この１２

回までで報告が必要な事項になろうかと思います。次の(2)議会運営委員

会の開催日です。先ほど議事日程のところでも説明しましたが、２２日

の火曜日午後１時から一般質問と代表質問でそろいますので、人数の振

り分け等が必要になります。あわせてさっきの代表質問の日の何人され

るかによって午後どうするかというのを、まだ決めていないのがこの日

に決めないといけない案件で残ったと思いますので、そこまで全部決め

てから２２日の件も全員協議会どこかで開かないといけないかなと思い

ます。そうなると、日にちも皆さんにそのとき御協議いただけたらと思

います。２２日に全てそこまで決めていただけたらと思います。 

 

宮本政志副委員長 すみません。今の代表質問の人数によってその日の午後か

ら一般質問という件、確かに冒頭に出ましたけど、やはり代表質問はも

う代表質問の日、一般質問は一般質問の日ということで、一般質問と代

表質問を同じ日にやるというのはいかがかなと思うんで、その辺りはも

う検討するは必要ないかなと思いますが、どうでしょう。 

 

大井淳一朗委員長 もしそれで決定できるのであれば、それで決定したいんで

すが、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)では、そこは午後はな

しで代表質問だけということで、そこは決定したいと思います。先ほど

の距離の件がありました。 

 

原田議会事務局議事係主任 議場の傍聴席を測ってきました。距離といいまし
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ても、顔から顔、後ろの方の顔から前の席の方が座るであろう部分、顔

に当たる部分までが１メートルちょっとぐらいはあるかなと思います。

席の後ろの一番先頭の角から前の席の一番後ろの角までは、実際はまだ

大分短いですけど、顔から顔までを図れば、１メートル１０センチぐら

いにはなろうかと思います。席は前後で互い違いに座るようにはしてお

ります。そこの席に、ここはコロナ対策で座らないでくださいというよ

うなシートを事務局職員が貼っておりますので、そこに傍聴の方が座る

ようなことはないかと思っています。 

 

大井淳一朗委員長 今事務局から距離の話がありました。今の話も総合しまし

て、議会運営委員会としましては、現時点では自粛を求めることはしな

いということで、従来どおりの感染防止と。 

 

伊場勇委員 確認なんですけど、前回その市議会の定例会で自粛したことがあ

りますよね。その頃と比べて状況がはっきりしてきたことも増えたとい

うことですよね。その理由をちょっとはっきりしなきゃいけないなと思

います。前と今との違いです。今は濃厚接触者もきちんと規定されて、

対策をしっかりしていて、前回より陽性者は間違いなく増えていますけ

れども、新型コロナウイルス感染症の対策事項がはっきりできてきてい

るので、傍聴は中止することはできませんし、自粛するまでにも至らな

いということの理解でいいんでしょうか。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね、総合的な判断というのはそういうことになる

かと思います。確かに感染者数だけ見ると増えて、良くないように思え

るけど、あのときと今では私たちのコロナに対する認識、それから現在

の新型コロナウイルスの毒性も含めて考えるならば、自粛を求めるまで

もないのかなと。今ちょっと決めようとしているんですが、笹木委員か

ら何かあればどうぞ。 

 

笹木慶之委員 一番大きな問題は、議場です。あの時は仮議場だったんですよ。
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仮の議場だったでしょ。ということで、こちらの議場になってからは自

粛していないんですよね。ということだから、それが大きな問題。 

 

大井淳一朗委員長 そうですね、場所の点もあったかと思います。それらを踏

まえると、今回は自粛を求めなくてもいいのではないかということで統

一していきたいと思います。よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのように決定したいと思います。それでは、付議事項について

は以上としますが、その他のその他でありますか。よろしいですね。(「は

い」と呼ぶ者あり)また、次回以降、議会運営委員会を開きますんで、そ

のときにいろいろと議論していきたいと思います。それでは本日の議会

運営委員会は以上とします。お疲れ様でした。 

 

午前１１時１６分 散会 

 

令和４年（2022 年）２月１５日 

              

  議会運営員長 大 井 淳一朗   


